
令和 3 年 7 月 H 
事 業 者 殿 

一般社団法人熊谷地区労働基準協会 
 

職長等監督者の安全衛生教育のご案内 

時下、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 
 職長とは「作業中の労働者を直接指導又は監督する者」と定められており、労働安全衛生法第 60 条で『事業

主は、新たに職長の職務に従事することとなった者、又はこれに準ずるものに対し職長教育を行うことが義務

づけられております』。 
 職長等監督者は安全衛生管理の重要性を深く認識し労働者の安全と健康を守るため、法令規則を十分に理解

するとともに、部下を指導、教育、監督する手法研究し快適に働ける職場の実現に努力しなければなりません。 
 当協会は、事業主にかわり職長等監督者教育を実施することにいたしました。新任の職長又は職長に準ずる

方で、職長教育を受けていない方たちを受講させるようご配意下さいますようご案内申し上げます。 
記 

１ 日 時  令和 3 年 11 月 25 日（木）09 時 25 分～17 時 00 分 (受付開始 09 時 10 分) 
11 月 26 日（金）09 時 20 分～17 時 00 分 

２ 会  場  熊谷市立勤労会館 大ホール（秩父鉄道 石原駅下車徒歩１０分） 

熊谷市石原１４０７番地１ ＴＥＬ：０４８－５２３－３１２２ 
３ 募集人員  ９９名（３密回避のため 50％定員減。定員超過時はキャンセル待ち）（最少催行人員 20 名） 
４ 科  目  第１編：職長の役割  参考１：職長の立場よりみた労働安全衛生ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑ(OSHMS) 
        第２編：職長の職務  参考２：ゼロ災害全員参加運動と職長の関わり 
        ＊上記について実践的内容の詳細を指導する。 
５ 費  用  17,380 円(受講料、テキスト)(税込)、当協会員 16,380 円(同)、当協会健康診断 15,380 円(同) 
        ※納付いただいた講習費用はお返しいたしません。事前変更申請による許可者の受講は可。 
６ 申込方法  ①FAX 申込：まず申込書に必要事項と口座振込予定日を記入して FAX で申し込み下さい。

FAX 後、必ず電話連絡して確認のうえ内下記協会宛に講習費用を口座振込みして下さい。 
受講票は申込書と振込を確認後に担当者宛に FAX します。当日受付に提示して下さい。 

        ②持参申込：まず申込書に必要事項と持参予定日を記入して FAX で申し込み下さい。 
FAX 後、必ず電話連絡して確認のうえ下記協会事務所に講習費用を持参下さい。 
※午前 9 時～午後 4 時 30 分まで受付（土・日・祝日及び昼休みの時間は受付できません） 

※個人申込みの方は、本人確認のため公的書類（自動車運転免許証等）の写しを添えて下さい。 
            ③申込期限：申込書提出及び講習費用納入いずれも１１月１６日（火）まで。 

④申 込 先：（一社）熊谷地区労働基準協会  
               Tel.０４８－５２５－１７４６    Fax.０４８－５２５－６５０６ 
               〒３６０－００３１ 熊谷市末広２－１１９   ﾋﾞｯｸｽﾄﾝﾋﾞﾙ１階 

⑤振 込 先：埼玉りそな銀行 熊谷支店 普通 No.０４５５１１２ 
（一社）熊谷地区労働基準協会 宛 （振込手数料はご負担願います） 

７ その他  （１）事務処理上、講習当日の受付はいたしません。（２）テキストは講習当日にお渡しします。 
（３）全科目受講した者には修了証を交付します。欠席、遅刻、早退等は未修了となります。 
（４）昼食は各自でご用意ください。 （５）昼食は必ず各自でご用意ください。 
（５）駐車場完備 92 台(うち 4 台は車椅子ご利用の方専用)※赤城神社の共用駐車場も利用可能 

≪切り離さずに FAX して下さい≫ 

職長等監督者の安全衛生教育 申込書 
受講 No 氏名（フリガナ） 生年月日 住     所 

  
平成・昭和 
年 月  日 

〒  ― 
 

※ 本申込書に記入いただいた個人情報は、講習実施の目的以外に使用しません。 

令和  年  月  日 
 

一般社団法人熊谷地区労働基準協会長 殿 
 
 
 
 
 

02 

締切日：11 月 16 日(火) 
 

金額／￥        
 

〒   ― 
所 在 地： 

 
事業場名： 
 
連絡部署：       Tel (   )   ― 
担当者名：       Fax(   )   ― 

持参・口座振込／予定月日：  月  日

 


